
留萌 が会 人 たり３ ルを

したという事で、地 より ・ ・

の ー が られてきました。回

いたします。

２ あんどん例会の時に特 された 中

の 会 より、 と ーをいた

だきました。

・ より 月分会 を受 。

・ 幌 より 月分会 と８月例会

を受 。

・ より と活動 書を

受 。

・地 大会の とりまとめに 力いただきあ

りがとうございました。今年 の登 は２９名、

大会 日 は２２名です。 日の留萌 イ

定者は９名と多く、貸し り は

日の２日に出 定で、留萌 が 時か 時

位になる 定です。 りの は２日の大会

後の運行になります。後日皆様にはご

いたします。

ト

　　　 会 代表　 　 様　

会 委員会　 　 委員長

　８月 日に行われた 全 レー ご

された会 の皆様ご 労様でした。また、本日

煙本日
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　終活カウンセラー　松尾　拓也 様

煙次週予定
　来賓卓話「良い薬の飲み方と健康体操」

　　　　北海道ファーマライズ留萌大町薬局

　店長　吉田　　龍 様
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はあんどんの が出来 がりましたので、皆

様にお しいたします。

　９月８日に開 されます、地 金事業

の ジ が出来 がりま

した。会 の皆様の会社や、 に してい

ただければと思います。 日、 育 会や

に の びかけを行って りました。

ぜ 会 の皆様にも けをお願い します。

定 は 名位を 定しております。２日に皆様

には でお いの要 をお願いしており

ますが、 わせてご 力をよろしくお願い し

ます。

会員研修委員会　 　渡邊 委員長

「ロータリーの友（Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｙ－ＮＯ－ＴＯＭＯ）」
　９２年 ２ 年 月、第 の大会が開

され、 年 から日本の地 は 日本と 日本

の つに分割することが決定し、日本の２地

で の を 行することが決定しました。

「 ー ーの 」は、これまで に活動をし

てきた日本の ー が、分割されてから

も に を取り い、 を 有するため

の機関 として されたものです。現在、

より ー ー地域 に 定され、 会

は 務があります。 の活動、 の

活動や方 の紹介を中心に、会 士の 見

、地 大会の後 や 話の要 などを し

ています。

「ロータリーの友事務所
　（Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｙ－ＮＯ－ＴＯＭＯ Ｏｆｆｉｃｅ）」

　９２年に日本の ー ーが２地 に分割さ

れたのに い、 地 会 を ぶきずなとして

の のため 立。 初は ー ーの

事務所と したが、９ 年に所名を ー

ーの 事務所に改 し、今日に っています。

　事務所の 理運 は ー ーの

会が 、 な業務は の 地域 であ

る月 「 ー ーの 」と 「

」年２回 行 をは

じめ、「 ー ー 」、「 ー ーの理 と

」、「 ー ー・ 」、「 ・

ー 」、また年 回 行

に の「 ー ー 学生名 」・

「全 名 」・「全 名 」・「 ー

ーの 引」、他に「 ー ー 学生

ー」などを し しています。

　これらの 行 の 、活 には、 年

地 ー の ー ーの 地

で される 会 月 回、開 が

しています。必要 費は、「 」 はじめ有

行 の び 入で われています。

・ し良い事がありました。あんどん いた

だきました。　 　大嶋会長

・社会 仕 にごちそうになりました。

　 　福士エレクト

・８月 日の 全 レー ご ありがと

うございました。 の をいただき

ました。ありがとうございます。

　 　燕社会奉仕委員長

・皆様お しぶりです。 、あんどんの

いただきました。　 堀幹事、高橋ＳＡＡ

・８月８日は の 生日でした。　 西原会員

・ いただきました。

　　　　　　　　　松岡、山本、西谷、 對馬、

　　山根、鈴木、渡部 各会員

　 　回　　２８

　今　回　　２

　累　計　　３０５，０００円

来賓卓話「地域における士業の役割」
　 会 代表　伊藤　徳彦 様

　 今ご紹介いただきました、 司法書士会

所 の と申します。本日はお きいただき

ありがとうございます。紹介で 会の代表と

言われましたが、 も引き受ける者がなくて代
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表を引き受けた次第です。本日はそのへんも含

めてよろしくお願いします。

　本日は司法書士として、士業・侍業としての

留萌という地域にどの様に関わっていくのか、

という事についてお話をさせていただきたいと

思っております。私の紹介にもあった様に私は

札幌生まれの札幌育ちでございまして、大学も

札幌でしたので、留萌には親戚も居ない、縁も

ゆかりもないところでしたが、なぜ留萌で開業

しようとしたのかと申しますと、元々仕事でど

こかの会社に勤めるというよりも、独立して自

分が必要とされる所で仕事をしたいと思ってお

りました。ただ、大学在学中に、北海学園でし

たので、そんなに有名な所ではございませんで

したので、本来大学は専門的な分野を学ぶ場で

ございましたが、それを突き詰めて学ぼうとす

る人間は私の周りにはあまり居りませんでした

が、そこで私自身このままで良いのかと考えま

して、自分がやりたい事を実現できるのかとい

う事を考えた時に、司法書士という職業に出会

いまして、なんやかんやで、運よく大学在学中

に司法書士の免許を取れましたので、司法書士

の観点から見て、留萌という地域がすごい魅力

的だったので、開業させていただく運びとなり

ました。

　私から見て魅力的な点というのは、まずは金

融機関・銀行が沢山あるという事で、裁判所が

あるという事、法務局があるという事、司法書

士の先生が２名いましたが高齢の方でしたので、

若い人間が入る事で刺激になるのではないかと

考えて、将来は自分の所に仕事が入るのではと

も考えまして留萌で開業する事を決めました。

それから早９年が過ぎようとしています。地域

で必要とされる事を見据えて開業しましたが、

最初は食べていくのが精いっぱいで、笑い話で

すが、家賃の滞納があったり会費を払わず親の

すねをかじりながら生活をしました。司法書士

の勉強をしていた時に賃貸契約の勉強もしたの

ですが、家賃の滞納は賃貸契約で３ヶ月位払わ

なくても、信頼関係が破壊されないので賃貸者

契約は解除できないという事を勉強していたの

で、「３ヶ月位払わなくても何とかなりそうだ」

と、それに甘えておりました。今は事務所も移

転させていただき、何とか生活できるレベルま

でになりましたので、改めて自分が留萌にどの

様に関わっていくのか、司法書士として関わっ

ていくのかを考える時間をいただきました。

　私の仕事は８～９割が不動産登記、商業登記

と言われる仕事をやっております。おそらく皆

さんも一般的なイメージとして、司法書士は登

記をやる仕事だと思っていると思いますが、現

在は仕事が多様化していまして、例えば裁判を

する司法書士とか、後見業務をする司法書士、

特に自分らの代からは食べていけないので、色

んな事をやっている司法書士が多いと思います。

地方に出るにあたって最初、「何でも出来る司

法書士でなければだめだよ」言われ、色んな相

談が来るとの事でしたが、私は登記の事がやり

たかったので登記を中心にやっていましたが、

やはり登記だけではなく色々な相談がありまし

た。ただ、何でもしなければならないと言う訳

でもなく、司法書士以外でも侍業と言われる土

地家屋調査士、弁護士、税理士、社会保険労務

士さんとか色々ありまして、自分が一番大事に

思っているのは他の事業士との関りだと考えま

した。自分の中で職務範囲としては、裁判だと

か後見業務なども入っていますが、私は一定の

線引きをしまして“この事はやるがこの事はや

らない”と、やる事を明確に決めて出来ない事

は弁護士さん、税理士さんに直ちに仕事を回す

仕組みづくりが出来ればと思って仕事を続けて

います。仕事を全部自分で抱え込むのではなく

て、お客さんは弁護士さんは有名ですので何を

やっているのか分かるかもしれませんが、司法

書士が何をしているのか、行政書士が何をやっ
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ているのか は分からない事が多いと思います。

これは私 の 不 でもあるかもしれません

が、ただお客さんが全部 る必要はなくて、“ど

こへ相談に行ってもこの法 は解決できる

よ”と、 い間 を る事が 頼者、お客さん

にとって必要な事だと思っております。

　私が留萌に来た時には他士業との関りはなか

なか くて、私が出来ないとお客さんが って

しまいます。私も紹介も出来ないので「自分の

所では出来ません。弁護士さんがいますのでそ

ちらの方へ」としか がありませんでした。

しかしそれでは、 頼者 線で考えると、実に

分かりづらくて だと思いました。そんな

事などから色々と考えていた所、たまたま

の じような が相談会をやったという話を

弁護士さんから きまして、それでは留萌でも

そのような を ってみようかという事で

会という を りました。 つの と書いて

イと言いますが、よく イ

と み間 えられますが、 イと言う

のは日本 の名 で、たまたま 間が まった

時にあったお が だったので、その名を

けました。現在所 しているのは、弁護士２名

と司法書士２名、行政書士が２名、税理士さん

も一 名に をしていただいてお

り、 会 士の方も入っていただいて、土地

家屋調査士の方にも入っていただいております。

活動としましては に相談会で、 に 回開

しております。その他には月に 回 まりまし

て や ち わせなどをしております。他士

業の業務 などについて をしております。

り しますが、私はこの留萌で 頼者 ー

で、 頼者 線の仕事の 頼をこなす、

を ろうと考え、この 会を いたしま

した。もちろん、この会に入会していない方々

が メとはいいません。他の方からの 頼でも

んで受けますが、もっと のつながりを大事

に考えて、法 を多 的に えたいという

考えもあります。例えば、私の所で登記をした

としても、税金の はどうするんだとか、登

記だけをすれば良い ではありませんし、お

客さんにどうすれば んでいいただけるかと考

えると、やはり留萌という い地域の特 をい

かして、 のつながりを強化しつつ、お客さん

に不 が いような ー を していける

ように、 っていきたいと思っております。

　本日この様な い話をお きいただき、あり

がとうございました。
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